
（７）水道事業会計決算の状況  

ア  総括事項  

平成３０年度の水道事業は、平成２２年度に策定した流山市水

道事業基本計画（平成２３年度～平成３２年度）（以下「基本計

画」という。）における「市民への安全な水の安定供給をめざし

て」を基本方針とし、流山市水道事業に係る認可（以下「第６次

拡張変更認可」という。）及び平成２７年度に策定した流山市水

道事業経営戦略（平成２８年度～平成３９年度）に基づいて事業

を実施した。  

 収入面において、給水収益については本市の人口増加に伴い、

給水区域内人口が２．４３パーセント増加し、年間有収水量が２．３

パーセント伸びたことにより、平成２９年度に比べ１．９４パー

セント（５５，９９２，２４８円）の増となった。  

また、給水申込納付金についても、平成２９年度に比べ５．４４

パーセント（３７，８６０，０００円）の増となったことから、

損益では１，０１２，９４９，５１２円の利益となった。  

一方、水道事業を取り巻く環境として、給水人口の伸び率３．２４

パーセントに対し、年間有収水量の伸び率は２．３パーセントに

留まっていることから、一人あたりの給水量は依然として減少傾

向となっている。  

運営面において、上下水道局庁舎環境衛生管理業務等及び清掃

業務委託、浄水場の運転管理業務及び維持管理等業務委託、給水

装置関連及び漏水修理等業務委託、浄水場及び水道局庁舎警備委

託について継続して民間に委託し、水道利用者の利便性の向上と

効率的な運営に努めた。  

また、上下水道局単独で、平成３０年１０月２１日に広報紙を

発行し、水道事業のＰＲ活動を行った。  

 

イ  建設事業  

基本計画及び第６次拡張変更認可に基づき、既設浄水場の自己

水源の改修を実施したほか、配水管の改良、拡張工事を実施した。  

既設浄水場の自己水源の改修については、おおたかの森浄水場



１号井戸及び江戸川台浄水場３号井戸の清掃業務委託を実施した。 

一方、配水施設整備事業は、給水区域の安定した給水と一定の

水圧を確保するため、配水管の口径変更と塩化ビニル管等を地震

に強いダグタイル鋳鉄管や水道配水用ポリエチレン管に改良する

配水管改良工事９件、延長２，１０４．７メートル、越谷流山線

バイパス道路整備に伴う配水管移設工事１件、延長４６４．６メ

ートル、舗装本復旧工事５件、面積７，２５６．１平方メートル

を実施した。    

また未給水区域の解消を図るため、配水管拡張工事３件、延長

１６３２．２メートルを実施した。  

 さらに、つくばエクスプレス沿線整備事業に係る配水管拡張工

事として、木地区、運動公園周辺地区、新市街地地区、鰭ケ崎・

思井地区において、繰越１２件を含む拡張工事１４件、延長１１，１２４．６

メートルを実施し、安心安全な水の安定供給追及を図った。  

 

ウ  業務の状況  

平成３０年度末の給水人口は１８９，９４３人で、平成２９年

度に比べ５，９５５人増加し、給水普及率は９９．５６パーセン

トとなった。  

年間有収水量は１７，２７１，２８０立方メートルとなり、平

成２９年度に比べ３８９，０８７立方メートルの増となった。  

また、水道料金等の不納欠損金処理は２１２件、８５３，９４６円

で、平成２９年度に比べ件数では５３件の減、金額では５２，４９５円

の増となった。  

このほか、給水申込納付金の調定状況は、件数では５８件増の２，８３７件、

金額では１７，６２５，６００円増の７６９，０５７，２００円、

臨時給水については、件数では１１３件減の８２０件、金額では

８，６１４，８７７円減の２０，４０６，２４２円となった。  

 

エ  経理の状況  

収益的収入は４，４０４，６４５，６１６円（税込）で平成２９年度

に比べ３，７９１，９７９円の増収となった。この主な要因は、



給水収益の増加や、給水申込納付金の増加によるものである。  

一方、収益的支出は３，３０５，１０６，７４２円（税込）で、

平成２９年度と比べ１０６，３５０，６６６円の増加となった。

この主な要因として、流山市水道事業変更届出書作成業務委託や

漏水調査業務委託など委託料の増加や、固定資産除却費の増加等

によるものである。  

このような状況の中、平成３０年度の損益は、税抜による収益

的 収 入 が ４ ， １ ０ ４ ， ８ ０ ０ ， ２ ９ ８ 円 、 収 益 的 支 出 が

３，０９１，８５０，７８６円で、収入から支出を差し引くと、  

１，０１２，９４９，５１２円の純利益を計上することができた。  

 資本的収入は４６３，２９８，７１５円（税込）で平成２９年

度に比べ１５８，７０３，３９７円の増加となった。その主な要

因は、つくばエクスプレス沿線整備工事負担金の増加によるもの

で、資本的支出のつくばエクスプレス沿線整備事業費に充てるた

め、沿線区画整理事業者との負担協定に基づき収入したものである。 

 一方、資本的支出は２，１６６，９８３，９６５円（税込）で、  

平成２９年度に比べ１１３，７８２，０７４円の減額となった。  

その主な要因は、既成市街地及びつくばエクスプレス沿線地域

における拡張工事が大幅に減額したものである。なお拡張事業費

については、平成２９年度に比べ４４，９１３，２１９円の増額、

つくばエクスプレス沿線整備事業費は同じく１５８，８５３，３５２円

の増額となっている。  

 

オ  議会議決事項  

議案番号  件             名  提出年月日  議決年月日  

議   案  

第７１号  

平成 ３０年 度流山市水道事業会

計補正予算（第１号 ）  
H30. 8.30 H30.10. 2  

議   案  

第７３号  

平成 ２９年 度流山市水道事業会

計決算認定について  
H30. 8 .30 H30.10.  2  

議   案  

第７８号  
損害賠償の額の決定について  H30. 9.  7  H30.10.  2  



議案番号  件             名  提出年月日  議決年月日  

議   案  

第 １０２号 

平成 ３０年 度流山市水道事業会

計補正予算（第２号 ）  
H30.11.29  H30.12.19  

議   案  

第１９号  

平成 ３１年 度流山市水道事業会

計予算  
H31. 2 .14 H31. 3.15 

議   案  

第２０号  

平成 ３０年 度流山市水道事業会

計補正予算（第３号 ）  
H31. 2 .14 H31. 3.15 

議   案  

第２４号  

流山市水道事業の布設工事監督

者の配置基準及び資格基準並び

に水道技術管理者の資格基準に

関 する条 例 の一 部 を改 正 する条

例の制定について  

H31. 2 .14 H31. 3.15 

 

カ  職 員 に関 する事 項 （上 下 水 道 事 業 管 理 者 及び再 任用 職 員 を除 く）  

職    種  
平成３１年３月３１日  

現在の職員数（人 ）  

平成３０年３月３１日  

現在の職員数（人 ）  

増減     

（人） 

事 務 職 員  １２  １１  １  

技 術 職 員  ６  ６  ０  

合 計  １８  １７  １  

 

 


